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環境問題・哲学・科学

一環境の哲学（EnvironmentalPhilosophy）の可能性を探る序論そのⅡ

関ロ和男

印象をぬぐいきれないことが、そのことを証し

ている。そこには、環境問題のある意味での避

けがたい緊急性に発する暖昧さ、すなわち、そ

れへの対処法が先行し後から根拠付けがなされ

るという事態の抱える問題とともに、根本的な

観念を依然として無批判的に使用している状況

が引き起こす問題があるように思われてならな

い。たとえば、人間の観念を取り上げてみよう。

環境を論じる際に、われわれは、常套句のごと

く、生命中心主義と人間中心主義、自然対人間

などの概念装置を使用するが、そもそも環境問

題のグローバル性の内包する具象性は、普遍妥

当的であるがゆえに抽象性を免れることのでき

ない人間の観念を受け入れがたいものとして拒

絶するにもかかわらず、さまざまな議論は、そ

の抽象的なるがゆえに空虚な玉虫色の人間観念

を使用することによって、もっとも肝要で具体

的な論点を巡って空転せざるを得なくなってい

る。まずもって、環境問題を扱う際の人間の観

念とは何かについてある程度の共通認識に基づ

く合意を形成しなければならないゆえんである。

もちろんこのことはすでに、いわゆる生命地域

主義（bioregionalism）の立場に見られる傾向で

ある。そこでは、視点を抽象的な人間の観念か

ら具象的な生活者の観念へと移すことによって、

本来アモルファスな性格を有する環境問題への

アプローチが具体的現実性を帯びてくるのであ

る。

だがしかし、このような事態は、環境を哲学

するということをさらにいっそう困難なものと

してしまう。環境の哲学が実践性を帯びていく

ことは、その思惟が、科学はもちろんのこと、

政治、経済、文化などのさまざまな領域に必然

的にかかわらざるを得なくなるとともに、学と

しての哲学本来の普遍的性格を弱め、その結果

はじめに

いわゆる環境問題が局所的な問題としてでは

なく、地球や自然界にかかわる全世界的な問題

としてひとびとに明瞭に意識され始めたのは、

周知のように、アメリカの伝統的なロマン主義

的自然観!)を背景にしたR・カーソンの「沈黙の

春」（1960年）が出版されたことによると言え

る。このセンセイショナルな著作は、環境問題

へ取り組むその後のひとびとの意識をある意味

では決定的に規定してきたと思われる点で重要

である。それは、ひとつには、環境の劣化と破

壊に現代生活を根底から支える化学的領域が深

くかかわっていることを暴露した点において、

環境問題と科学全般との関係がにわかにクロー

ズアップされたことである。近現代の進歩史観

信仰を実質的に支えてきた科学が、人類の生存

そのものを脅かす威力を有していることを明ら

かにしたのである。さらには、そのような科学

に依拠するテクノロジーの恩恵を享受する近現

代の市民社会そのものが、人間の欲望一とくに、

効率性と利便性にもとづく豊かさへの飽くなき

欲求一を、無制約的に解き放ってきてしまった

という時代批判的な意識が、とくに西欧型の先

進国のひとびとの間に芽生え、まず環境への倫

理的な新たなかかわり方を追求する思潮として

の環境倫理への関心が高まったことが挙げられ

る。

しかし、そのような環境問題のグローバル性

そのものが、環境問題への哲学的倫理学的アプ

ローチを困難なものにしてきたのも否めない事

実である。問題のグローバル性が、求められる

解決法のユニバーサル性として無意識のうちに

読み替えられてしまったからである。環境問題

に関するこの四半世紀の思想的営みは、その個々

の豊かな成果の反面、全体としては雑然とした
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として、特に倫理の領域においては多元的文化

論の装いを纏いつつ道徳・倫理の相対主義が強

く前面に出てくる虞があるからである。世界の

現状が示す政治経済の一元化傾向と文化の多元

性の主張とが交差する地点に位置する（地球・

自然）環境問題は、このように、環境の哲学に

対して、多くの難問を投げかけているのである。

また、哲学は、深さとしてのその学的な営み

において、根拠への探求を目指さざるを得ない。

それは、必然的に現代という時代とその現代を

担う文明への批判という形を採って立ち現れて

くる。しかし、現在の（地球・自然）環境問題

への関わり方の主流は、「人間環境宣言」（1972

年）や「環境と開発に関する世界委員会」（1987

年）のレポートさらには「環境と開発に関する

リオ宣言」（1992年）に明瞭に示されているよう

に､持続可能な発展(sustainabledevelopment)、

言い換えるならば「将来の世代の人々が彼ら自

身のニーズを満たすための能力を損なうことな

く、現在の人々のニーズを満たすような発展」

を実践的な目標として掲げることである。2》この

枠組みは、結果として、現代世界の基本的な在

り方を是認せざるを得ないがゆえに、先に述べ

たような哲学そのものの本来の性格とは相容れ

ない面をもっているのは、否定できない。この

ような状況の中で、いわゆる意識改革という課

題をも負わされている環境の哲学の可能性は、

どこに求められるのであろうか。たしかに、そ

れへの真撃な応答として、環境の哲学の分野に

おいて、先にあげた生命地域主義を社会哲学的

アプローチをもって根拠付けようとするいくつ

かの試みが積極的になされている。しかしそれ

らは、敢えて言うならば、「昔はよかった」式の

懐古趣味的なノスタルジアの表明か、ないしは

マルクス主義的社会哲学やアナーキズム的社会

論の焼き直し版に思えてならない。もちろん、

学ぶべき点は多々あるが、それらに共通する、

環境問題の現状に関する科学的で厳密な分析と

批判、それらとは不釣合い映る将来へのユート

ピア的展望は、歴史的な教訓からして、そのま

ま無批判的に受け入れるわけにはいかないであ

ろう。そういう意味では、エコフェミニズムも

ソシアルエコロジーも例外ではないのである。

したがって、環境の哲学の可能性を探る本稿

においては、環境の哲学を取り巻くいわゆる環

境そのものが混沌としている状況を踏まえて、

とらえどころのないアモルファスな環境問題に

対する哲学的なアプローチを準備する意味にお

いても、まず、環境問題と哲学と科学（ここで

はとくに生態学としてのエコロジー）の三者の

関係を整理しなくてはならないと考える。

第一章〔環境問題・哲学・科学〕とは何か？

環境問題については、すでに別稿でそのアモ

ルファスな性格について概観し、その扱いにく

さのゆえんについて論じた3)。本稿では、環境の

哲学がおもに対象とする環境問題の環境の意味

とは何かについてまず考えていきたい。

すでに述べたように、近現代の西洋型の文明

への反省を促す契機となった環境問題は、おも

に地球環境と自然環境に関するものである。さ

て、この両者への哲学的アプローチを考察する

前に、環境という言葉に関する知識を整理して

おく必要があるであろう。そもそも、環境とは

古くは環象と表現され、それは主要な欧米語に

おける該当語（environment,Umwelt,envir‐

onnementetc）とほぼ同じ意味を表している。

ところで、それらに共通する「取り巻いている、

周りの」という表現は何を意味するのだろうか。

それは、何を取り巻き、何が取り巻かれている、

というのだろうか。それは、意味を付与し、価

値付け、構想する能力を有する地球上で特殊な

存在者としての人間の場なのである。すなわち、

円環状に布置している境としての諸対象をその

ような諸対象たらしめているものこそ、構想能

力を具えた人間とその存在の場に他ならないの

である。したがって、たんなる地球という物理

的な響きのある言葉以上に、環境としての地球

という意味での地球環境という言葉は、人間の

場という観念を介して、それらと人間との存在

論的な深いかかわりあいを示しているのである。

このことは決して人間中心主義という意味での

価値論的な人間優位を意味するものではないこ

とは、もちろんである。とするならば、地球環

境という言葉は、地球という存在者の在り様と

人間の在り様が相互に照らし出しているという
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動物も小川も小石も丘も、人間の手を離れては

その存在すら維持できないという意味での積極

的人為性がその空間を決定的に規定しているこ

とを直感的に見抜くからではないであろうか。

たしかに、人為性そのものは人間以外の存在者

の自生性とは必ずしも矛盾するものではないが、

積極的人為性は他者の存在そのもののポジティ

ブな根拠となっているがゆえに、積極的人為性

によって形成されている光景はどんなにすばら

しい感動的なものであっても、それはバーチュ

アルリアリテイとなんら変わるところがないの

である。コンピュータの画面上に動的に現れる

渓流とそこで生きている生き物たちの姿によっ

て私が癒されるのは確かであるが、私が電源を

offにすればたちまちそれらは消滅する。感動と

癒しという感J情と自然の観念は直接的にはマッ

チしないのであろう。また、この地球上のあら

ゆる生き物を一対ずつ乗せたノアの箱舟を自然

とみなさないのも同様である。これらのことで

注意すべきは、すでに述べたように、原生自然

をめぐる論議に性々にしてみられる人間存在の

完全な排除を自然の観念は意味しないというこ

とである。すなわち、人跡未踏の地のみならず

人間の痕跡のある大地でも、人間以外の存在者

がその地の生活者として自生的に存在している

空間こそ、非一積極的人為性の領域といえよう。

言い換えるならば、自然環境問題において考慮

すべき自然とは、積極的人為性のない存在者の

自生的空間領域となるであろう。これは、自然

と人間との共生をも許容する概念ではないであ

ろうかい。

さてつぎに、環境問題にかかわる哲学につい

て考えてみたい。上述したように、環境問題の

特殊な性格としてのアモルファス性は、すでに

述べたように、環境を対象とする哲学的営為を

困難なものたらしめていることは事実である。

しかし、環境問題のその問題性は、環境の哲学

の性格を規定してもいるのである。その問題性

が語る倫理的要請は、ある意味では、マルクス

の哲学観に通じるところがある。環境および環

境問題に対しての行為原理ないし指針を与える

ことのできる哲学は、まずなによりも実践の哲

学であり、その倫理的要請を強調するならば、

意味において両者が密接不可分に結びついてい

ることを明らかにしているともいえよう。この

ことによって、環境問題にかかわる地球という

観念に関しては、純粋に天文学的物理的な概念

内容と「宇宙船地球号」なるロマンチックな表

現を別にして、ほぼ共通の認識を得られるであ

ろう。

だが一方、自然の観念に関しては、そう簡単

にはいかない。西洋的な自然観といえども、古

代ギリシャの自然観・中世キリスト教的自然観・

近代的な機械論的自然観、さらには近現代のロ

マン主義的な（原生）自然観など多様であり、

中近東を含めた東洋的自然観においても事情は

ほぼ同様であろう。これらのすべてを渉猟して

自然概念を学的に明確にすることは、学問的に

は意味があろうが、環境問題にかかわる自然の

観念の明確化という要請にはどうかと思われる。

肝要なことは、現在のわれわれが、自然という

観念にどのような内容を盛り込ませようとして

いるか、ということだからである。そこで手が

かりとしてすぐに浮かぶのは、アメリカの自然

環境保護運動においてとくに強調される原生自

然（wildemess）という観念である。すでに批

判されているように、この観念そのものは厳密

に考えれば適用範囲があまりにも狭すぎて、い

わゆる自然の観念に代替可能な普遍妥当的な観

念とはいいがたいのであるが、その観念がわれ

われに抱かせるさまざまな憧慢は、環境問題に

おける自然の観念を考える上で有効なヒントを

与えてくれるのではないかと思われる。たとえ

ば、植木鉢の１本の花は、たしかに自然物では

あるが自然とは理解しない。ここには、空間的

広がり（空間性）が欠如しているからである。

では、複数の植木鉢が配置されたテラスはどう

であろうか。この場合も同様に自然とは解せな

い。たしかに自然物の占める空間的な広がりは

存在するが、それは人工的建造物によってその

空間性が規定されているからである。このこと

は、もし自然をテーマにしたテーマパークが存

在するとしても同じであろう。そこでは自然物

の占める空間性は十二分に確保されているにも

かかわらず、なぜ素直に自然とは感じられない

のであろうか。それは、そこに存在する植物も
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実践の倫理ということになろう。従来の哲学的

な伝統からすれば、応用哲学と応用倫理という

分類になろうが、もし環境の哲学に課せられる

べき使命というものが設定されるならば、環境

の哲学はそのような伝統的な区分わけを全的に

拒否することとなる。というのも、たんに、哲

学的営為の方向が、「世界を解釈する」ことから

｢世界を変革する」ことへシフトすることだけで

は、「変革後の世界像」が不明瞭でユートピア的

空想にとどまらざるを得ないからである。「世界

を再解釈しつつ、変革への途を示し、さらには

変革後の世界像を科学的に提示する｣ことが、環

境の哲学に期待されるところであろう。もちろ

ん、世界観を提示する思想、実践的有効性を第

一義的に追求する思想が、学としての哲学本来

の概念に一致するかどうかの問題は残るであろ

うが、この問題のみに基づいて環境の哲学を過

小評価することは許されない。さもないと、「で

は、どうすべきなのか？」という問いに伝統的な

哲学は明確に応えなくてはならなくなるからで

ある。これらのことからして、環境の思想とし

ての哲学は、従来の枠には収まらない新たな哲

学的営為を意味することとなる。

さてつぎに、環境問題における科学の役割に

ついて簡単にみていくこととする。その際の科

学とは明らかに、技術革新を促すテクノロジー

(とくに、バイオテクノロジー・ロポットエ学・

ナノ技術）と生態学としてのエコロジーである

ことに異存はないであろう。だが両者の間には、

その役割において大きな隔たりがある。環境問

題に対する上述のテクノロジーの役割は、シャ

ロウエコロジーの立場が示すように、技術革新

による環境劣化の防止とさらにすすんで環境問

題そのものの抜本的な技術的解決である。しか

し、バイオテクノロジーをも含むテクノロジー

の領域が、そのテクノロジーそのものが孕む技

術的問題以外に、新たな倫理的問題しかも解決

が非常に困難な倫理的問題を必然的に惹起せざ

るを得ないことは、生命倫理にかんする諸論議

が示している通りである。さらに、このテクノ

ロジーは、資本主義的市場経済システムと不可

分の関係にあるために、環境問題のアモルファ

ス性をいっそう際立たせ、とくに政治・経済．

社会の領域で、いわゆる南北問題の激化、貧富

の格差の更なる拡大を招来しかねない危険性を

有している。現代世界におけるテクノロジーの

偏在の倫理性が問われるゆえんである。一方、

生態学としてのエコロジーは、とくに環境アセ

スメントに不可欠な学問分野としてその役割が

期待されている。しかし、後述するように、生

態学としてのエコロジーの現在は、巷間に言う

生態系の全体像を完全に把握する段階には至っ

ておらず、われわれが描く予測可能性の学とい

うイメージには程遠いのである。誤解を恐れず

に言えば、地震現象と地震学の現在との関係が、

環境問題と生態学としてのエコロジーとの関係

にほぼ合致するといえる。このような事情があ

るとはいえ、環境問題に対する科学の役割につ

いてのわれわれの期待（思い込み？）は、増し

こそすれ減ずることはないであろう。

最後に、哲学と科学との関係について、触れ

ておきたい。教科書風に述べるならば、両者の

関係が注目されるべきは、西洋近代以降といえ

る。デカルトに始まるその関係は、急速に進展

する自然科学に哲学的基礎を与えようとするカ

ントの理性批判の哲学において、ひとつの節目

を迎え、その後は両者の関係は、ある意味では

疎遠となり、各々別の道を歩み始めていったよ

うに見受けられる。しかし、現代の環境問題で

は、皮肉にも、事態は一変する。両者の関係は、

主客転倒の形でふたたび親密になったのである。

すでに述べたように、環境ならびに環境問題に

ついての哲学とは実践の哲学すなわち実践の倫

理であり、それらについての科学とはテクノロ

ジーであり、また生態学としてのエコロジーで

あった。とするならば、実践の倫理とテクノロ

ジーとくにバイオテクノロジーと生態学として

のエコロジーはどのような関係にあるのであろ

うか。実践の倫理の領域は、アメリカの思想界

においてはおもに義務論的な立場と帰結主義的

な立場によって代表される。前者は、複数の倫

理規範からなるルールの整合的な体系を発見せ

んとするものであるが、実効性のある倫理的・

道徳的判断を要請する現代社会の状況が以前に

比べて格段に複雑であるがゆえに、実践的倫理

の実践性の面からその有効性に疑義をＩよさまざ
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るを得ないのである。たとえば、「人を殺すなか

れ」というルールのみでは、妊娠中絶問題や胚

や胎児の資源としての医療技術的利用などの問

題についてなんらの倫理的な行為指針も与えら

れないのである。しかも、そこにおいては、あ

る意味では科学的知見は積極的な役割を果たす

ことができない。別言すれば、その当事者なら

びにその当事者が属する社会の倫理的判断が最

優先されるにもかかわらず、それが具体的な倫

理的行為指針を与えられないところに問題があ

るのである。倫理学一般への失望感を惹起させ

る主因といえる。

一方、後者の帰結主義的な立場は、古典的功

利主義の現代版といえるもので、目的を設定し、

その促進の度合いに応じて行為を評価する立場

である。ここでの問題は、行為の評価基準は具

体的には何に依拠するのかということである。

目的そのものの状況内での具体的解釈とそれと

の関係における具体的な行為の倫理的評価は、

さまざまな要因によって規定されるであろう。

しかし、どのような状況下でも、倫理的判断が

求められる場合には、科学的な知見を排除する

ことができない、むしろ倫理的判断における科

学的知見の役割を積極的に評価するということ

は、倫理的規範の発見ということではなく、具

体的な問題に対する倫理的判断を社会的な合意

に基づいて形成することを目指すことをも意味

する。この点において、帰結主義の立場は、科

学に依存しているといえよう。科学の後追いと

しての倫理という批判もあながち的外れとはい

えないのである。だが、そこには、いわゆる倫

理的相対主義の影が付き纏っているのも事実で

ある。

このように、環境問題に対する哲学的営為は、

それに真筆に取り組もうとする限り、科学すな

わちその学的な知見に無関心ではいられず、む

しろ穂極的なかかわりを構築しているのである

が、その反面、倫理学そのものの伝統的な性格

一普遍的妥当的な規範学一を再検討すべき問題

も抱えているのである。なお付け加えるならば、

環境問題は、そのアモルファスとしての性格に

より、たんに倫理的問題として表出するだけで

なく、複数の利害の衝突と法律上の係争案件と

しても表出する。この場合には、関係する科学

的知見に基づく実証的判断が関係者の利害得失

に決定的な影響を与えるということで、科学と

しての法律学にも科学的知見が深くかかわって

いることはいうまでもないであろう。

第二章環境問題と哲学

上述したように、環境問題の特殊な性格とし

てのアモルファス性と緊要性は、それにかかわ

る哲学の性格をも規定するものであった。すな

わち、いわゆる哲学一般としての哲学ではなく、

応用哲学とくに実践哲学としての環境倫理が期

待されているのである。この現代の状況は、産

業革命以降とくに19世紀以降の西欧市民社会が

経験した深刻な内的矛盾対立の状況に対応して

現れたさまざまな社会的な運動と思潮に酷似し

ているといえよう。たとえば、マルクス主義_

これを哲学と見るかどうかは別の問題として~

の歴史的な意義は、このような社会的状況を根

本的に超克せんとする姿勢にあったとも言える。

もちろん、マルクス主義は、その前史として、

半世紀以上にわたるさまざまな実践的理論的運

動を伴っていたのではあるが。

さて、現在の環境問題はどうであろうか。そ

れはたしかに、過去の西欧市民社会の孕んだ社

会的問題の動向と酷似しているとはいえ、別稿

でのべたように、根本的な点で異なっている。

すなわち、環境問題を深刻な問題として意識し

ているひとびと－おもに米国型資本主義経済の

恩恵を十二分に受けているひとびと－が、被害

者であると同時に加害者であるということ、す

なわち社会的な矛盾や対立を露呈させるような

はっきりとした敵対関係が存在しないというこ

と、さらには、そのような環境問題の影響を将

来直接的かつ一方的に蒙るであろうひとびと－

米国型資本主義経済の恩恵を十分に受けてない

ひとびと－が、環境問題によってではなく、世

界的なレベルでの経済格差によって引き起こさ

れている現実の経済的貧困に苦しめられている

ということ、などが環境問題の特異な点かもし

れない。これらのことが、環境問題について一

義的に語ることを困難ならしめており、さまざ

まな国内外の会議での相互の不信感を醸成する
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契機ともなっているといえよう。その意味で、

環境問題のこの特異性は、グローバルな思考と

は何かを改めて考えさせるものである。もちろ

ん、哲学の学としての性格は、その普遍性

(universality）に由来するが、では、西洋近代以

降の哲学の普遍性と、グローバルな環境問題に

直面するこれからの哲学の普遍性とは、どのよ

うな関わりを持つのであろうか。たしかに、前

者に見られる「人間の自由と平等」の観念一正

確に表現すれば、近代的な市民的自由と法の下

での平等の観念一を、動植物など他の自然的存

在者に敷桁することによって具体的な自然環境

問題をクリアーしようとする思潮も存在するが、

いわゆる自然界におけるそのような権利の担い

手を個体とするのか種とするのかないしはエコ

システムそのものなのかなどの議論から生ずる

概念や論理の暖昧さが、ある意味では厳密な学

を標梢する哲学に携わるひとぴとをして、環境

問題に対して真撃に取り組む姿勢を採ることを

鴎跨させているのかもしれない。とするならば、

環境問題を哲学的に考えることを茶番劇にさせ

ずしかも袋小路に追いやらない方途とはいった

い何であろうか。その手がかりとして、ここで

は、これからの環境の哲学の可能性を近代批判

に基づいて遂行しようとするＡネスのディープ

エコロジー論と、近代文明の枠内でその可能性

を探ろうとするＰ・シンガーの実践の倫理に関す

る所論を採り上げてみたい。

Ａ､ネスのディープエコロジー論は、周知のよ

うに、現在のさまざまな環境運動や思想に重要

な影響を与え、またその内容に関しては多くの

批評家たちが厳しい批判をなしてきた6)。そこ

で、ここにおいては、彼の思想の個々の内実を

詳細に検討するのではなく、むしろ1973年の論

文でのテーゼから、1984年のセッションズとの

共同構想を経て翌年（1985年）デュヴアル・セ

ッションズの共著「ディープエコロジー」の中

に明確に仕上げられたテーゼ（"platiblTn，，）への

移行がなぜ起こったのか、その理由を中心して

ディープエコロジーの哲学的な性格を考えてみ

たい。

すでに周知のように、1973年の論文は、関係

論的な形而上学を背景とするエコロジカルな世

界観を提示した。その世界観は、Ｆ・マシューズ

によれば、存在論的な深さにおいて関係論的で

あるがゆえに、人間と自然との関係は、この光

の下に再解釈されなくてはならないことを、「デ

ィープエコロジー｣という言葉は含意することに

なったという7)。しかも、1980年代の学際的研究

の必要性を主張する世界的な思潮と一致し、将

来への新しいパラダイムを形成するものとそれ

は期待されたのであった8)。とはいえ、彼のこの

｢エコソフィー（ecosophy)」は、その全体論的

な色彩にもかかわらず、その根底には「人間は

(地球・自然）環境に対してどのような態度を採

るべきか」というある意味では人間を起点に据

えた問題意識によって貫かれているといえる。

｢脱近代｣を目指す哲学的な営みが近代哲学の枠

組みの中で遂行されているのである。その顕著

な例が、自我(self）と自己実現(selfrealization）

の概念に見られるのであり、この点のみからす

れば、それはまた古代ストア学派のコスモポリ

タニズムにも通じるところがあるといえよう。

利己的な自我から社会的な自我を通じてエコ

ロジカルな自我の実現を目指すプロセスは、各

段階の止揚を意味するがゆえに、その目的とし

ての自己実現は哲学的・宗教的な自己の覚醒の

みならず、社会的・政治的な自己の覚醒をも意

味するといえる。その際、このようなプロセス

を可能にするのは、ネスによれば、現実世界

(reality）がその構造において関係論的であり、

自我が、実体論的に固定された自己完結的な閉

ざされた存在者ではなく、自己の人格のアイデ

ンティティを構成している本質的な契機として

のあらゆる存在者に取り囲まれた開かれた存在

者（entity）であることによるのである。しか

も、そのような自己が現実の生の中で遂行する

主体的な自己覚醒こそ、そのプロセスを現実化

するというのである。ここにおいて現代の人間

の内的な意識の変革ないしは転換の必要性が唱

えられるのであるが、この段階においてネスの

エコソフィーは宗教的色彩を帯びてくる。

だが、上記の問題には、哲学的観点からして

ひとつのアポリアが潜んでいる。たしかに、ネ

スのエコソフィーは、その折衷主義的な内実と

ロマン主義的ないし宗教的な色彩により、非難

Hosei University Repository



７ 

されることが多いが、むしろその中心的な概念

である自己実現の概念そのものが孕んでいる問

題こそ重要ではないかと思われる。もちろん、

ネスのこの概念は、近代西洋哲学の観念論的な

自我論の延長線上にあるのではないことは明ら

かである。だが、哲学の普遍性という観点から

すれば、西洋哲学史において、とくに近現代の

西洋哲学史におけるＴ､H・グリーンの観念論哲学

がとくにそのような自我の自己実現の問題性を

示す好例と考えられる，)。すなわち、最高善と自

己実現を媒介する概念としてグリーンが提示し

たのは共通善なる概念であった。この概念装置

は、観念論一般に見られるものであるが、抽象

性の強い最高善に代わり、そのより具体的な形

姿としての共通善の概念は、自己実現の現実的

な動因として設定されている。この、共通善の

具体的形姿こそ、グリーンによれば、人類によ

って過去から蓄積されてきたさまざまな文化・

制度に他ならないのである。このことは、グリ

ーンの思想のある意味での保守的な性格を示す

ものと解されている。とするならば、ネスの場

合には、具体的にはどのような問題が指摘され

うるのであろうか。個的自我と宇宙的自我との

合一を意味する梵我一如のごとき境位をネスの

エコソフィーが措定する最高善と仮定するなら

ば、宗教的ないしは神秘主義的な面を捨象した

場合、自己実現を促す実質的な契機は何であろ

うか。自己が関係論的存在であり、その自己の

アイデンティティはそれを取り囲む他者によっ

て構成されているという意識は、そもそも何に

よって惹起されるのであろうか。言い換えるな

らば、グリーンの思想のうちで共通善の概念が果

たす役割を、ネスのエコソフィーでは何が果たし

ているのであろうか。たしかに、ネスは｢自己の

外への熱愛（"falUnginloveoutward"）」なる言

葉を使うが、この神秘的、よく言って情緒的観

念をもって、媒介概念とすることに、ネスのエ

コソフィーの哲学的営為としての限界が垣間見

られるのである。ネスのエコソフィーは、ここ

で、哲学説から賢者の筬言へと変質するのであ

る。さらにまた、たとえそのような概念を設定

したとしても、哲学的自己実現論の宿命として、

ネスのディープエコロジーは、その対極として

のシャロウエコロジーに転化する可能性を露呈

してしまう。というのも、その具体性を現実性

に求めざるを得ないその媒介概念は、否応なく

近代以降の西洋文明の在り方を全的に批判し否

定することを不可能ならしめてしまうからであ

り、その結果、環境問題に関する深い（deep）

問いを発することを阻害する虞れがあるからで

ある。

さて、1985年の共著における特徴は、７３年論

文の関係論的な世界観を説く形而上学的言説と

それに依拠する生命圏平等主義的な倫理観が後

背に退き、「自然界の内在的価値（intrinsic

valueofthenon-humanwodd）」の概念が前面に

押し出されてくることにある。そこでは、内在

的価値・固有の価値（inherentvalue）に対する

道具的価値（instrumentalvalue）という概念装

置の中でディープエコロジーが論じられ、その

要点は、人間以外の存在者の存在自体の有する

内在的価値をもっとも重視し、自然界への人間

の干渉を最小限に抑えること、別言すれば､非一

人間中心主義'0)と自然主義（lebnatuIGbe：おの

ずからしからしめる立場）の強調と言われる。

73年論文の理論的性格から84年論文の実践的性

格への移行が顕著である。このことは、ネスが

ディープエコロジーを理論的運動ではなく、む

しろ実践的運動として捉えてようとしているこ

とを示している。この移行の理由について、Ｆ・

マシューズは、ディープエコロジーに対する支

持基盤の拡大を目標とすることにあるとみる'1)。

だが、問題は、求心力の弱化という組織論上の

致命的な欠陥を招来してまで、なぜ支持基盤の

拡大を目指したかということである。おそらく、

それは80年代の世界の動向一とくに、依然衰え

を見せないエネルギー使用量の増加率や人口増

加率、それに反して減少する自然（とくに原生

自然）の領域一と深いかかわりを持つのであろ

う。７３年論文において自然界への衷心からの憧

慢を表明していたネスの個人的な焦りが感じら

れるのであるが、そのような強い実践性を要請

する姿勢はややもすると、“EarthHrst1'''2)に見

られるように、環境運動を先鋭化せしめ、ユー

トピア的トーンをよりいっそう強めることによ

って、孤立化の道を歩ませることとなる可能性
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がある。もちろん、全体論的視点と自然的存在

者の個別具体的な価値内在論を主張する視点と

は、哲学的にも根本的な相違がある。これを、

ネスの哲学的思惟の後退と見るか、前進と見る

かは、評価の分かれるところであろう。ただ、

このようなネスの立場の変化は、環境問題を哲

学的に考え抜くことの困難さを明らかにし、こ

れまでの思想的成果のさらなる見直しを迫って

いることだけは確かである。

さてつぎには、応用哲学としての実践倫理に

ついて、それのもつ哲学的な意味が明らかにさ

れなくてはならない。

上述したように、環境の哲学は、実践の哲学

であり、特に実践の倫理として環境に対する倫

理的・道徳的な行為指針ないし原理を提示すべ

き学であることが明らかとなった。しかし、環

境問題のアモルファス性は、たんに抽象的な倫

理的諸原則・諸原理のみで解明できるものでは

なく、また特殊具体的な状況における当事者の

主体的な決断のみで済むものでもない。では具

体的には、そのような状況下での倫理的判断は、

どうあるべきなのであろうか。この問題に関し

て、功利主義としての公益主義の立場を採るP・

シンガーの倫理的相対主義についての所説は示

唆に富む。そこでまず、シンガーの倫理（ここ

では道徳と同義とする）に関する主な見解を、本

稿のテーマにかかわる範囲で列挙してみよう１３)。

１．倫理は、理論上は崇高であるが実践上役に立

たないような理想の体系ではない。

２．ひとは自分を育てた信念や慣習から絶大な影

響を受けもしようが、ひとたびそれらの信念

や慣習について反省し始めるならば、それら

に従って行為すべきか、それともそれらに逆

らうべきかを決定することができる。

３．〈客観的な倫理的事実＞という神秘界は存在

しないという主張は、倫理的推論が存在しな

いことを意味するものではない。

４．倫理基準に従って生きるという観念は、生き

方を擁謎するという観念、生き方のための理

由付けをするという観念、ひいては生き方を

正当化するという観念と結びついている。

５．倫理が要求することは、「私｣や｢あなた｣を越

えて、普遍的法則、普遍化可能な判断に達す

ることであり、公平な観察者ないしは理想的

観察者の立場に立つことである。（倫理の普遍

的様相と普遍妥当性とは異なる｡）

以上の諸点から窺えるシンガーの立場は、倫

理の普遍化可能性とそれを根拠付ける人間理性

への根本的な信頼であり、その意味での一種の

理性主義は、「諸利益（関心）への公平な配慮」

に基づく公益主義的倫理論へと導いていくので

ある。ここで注目すべきは、倫理のその普遍化

可能性ならびに合理的な推論能力としての理性

を説くレベルＩ（２．３．５）と倫理の本質として

の実践性と具体的な実践の場における倫理的判

断のあり方を説くレベルⅡ（１．４）との関係で

ある。「倫理基準に従って生きる」ということが

｢生き方を正当化する」ことであり、しかも倫理

的判断が自己の倫理的態度の表明であるとする

ならば、そこには｢倫理の不一致｣という事態が

生起する可能性が存在する。いやむしろ、諸利

益の対立・衝突による｢倫理の不一致｣が存在す

るがゆえに、自らの｢生き方を正当化｣しようと

する衝動が自覚されるといったほうが、より適

切であろう。ではその際の｢倫理の不一致｣とい

う事態は何を意味するのであろうか。もしそれ

が、各々の正当性を主張しあわなければならな

い諸利益の対立を意味するのであれば、正当性

を互いに主張しあうという議論可能性の点にお

いて、その当事者たちはすでにレベルＩ（２．

３．５）にあることを意味する。不一致を不一致

として相互に認識しているということこそがこ

こで暗黙の前提となっており、その前提の根拠

こそ、われわれが理性を具えた自己意識的存在

ということなのである。このことは、いかなる

倫理的判断であろうとも、それの判断を下せる

のは、現在のところは地球上では理性を具えた

人間のみであることを意味するのであり、言う

ならば環境問題に関して倫理的判断を下しうる

当事者能力を具えている存在者は、理性的人間

のみであることを物語っている。これは、ある

意味では至極当たり前の言明であるが、ディー

プエコロジストの主張する生命圏平等主義や自

然に関する価値内在論とは相容れない部分があ

ることは明白であろう。

さてつぎには、「諸利益〔関心〕への公平な配
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第三章環境問題と科学

（地球・自然）環境問題に関する科学一とくに、

テクノロジーと生態学としてのエコロジー－に

ついて、すでに簡単に触れたが、ここでは、生

態学としてのエコロジー（以下、生態学と表現

する）に関するＫ・シュレダーーフレチェット

(以下、ＫSFと略す）の小論文を手がかりにして、

環境問題と科学の関係についての諸問題を概観

していきたいM)。

そもそも、われわれは、生態学的研究こそ環

境問題のアモルファス性にメスを入れ、問題の

明確な全体像を提示し、その解決への方途を与

えてくれるものと、無批判的に前提している。

その顕著な表れは、環境問題を語る際のわれわ

れの使用する言葉一たとえば、エコシステム

(ecosystem)、多様性（diversity)、安定性

(stability)、均衡（equilibrium)、バランス

(balanceofnature）など－が生態学的な香りを

持っていることに明らかである。さらに、これ

らに、調和（harmony)、共生（symbiosis)、コ

ミュニティー（community）などの一種の形而

上学的な色彩の強い言葉が加わる。では、これ

らの言葉を用いて、われわれは何を語ろうとす

るのであろうか。ＫSFの指摘するように臆)、生

態学こそ、環境の哲学を公式化し正当化するの

に中心的な役割を果たすべきであると、ひとぴ

とが確信しているのならば、そこには、環境に

対する行為の原理・原則を客観的科学的にサポ

ートすべき学こそ生態学に他ならないのだとい

う思いが含まれていることとなる。別言すれば、

環境に対する倫理的な行為原理の普遍妥当性は

科学的客観性、言い換えるならば経験的実証性

に依拠すべきことが要請されるという事態が起

こっているのである。この点では、ディーブエ

コロジストのさまざまな所論も例外ではないと

いえるであろう。とするならば、われわれがそ

のように期待する生態学とは何かが、まず明ら

かにされなくてはならないにちがいない。そこ

で以下では、科学としての生態学の現在につい

て、ＫSFが指摘する点を順次列挙し、それらに

ついて概観していきたい。

１．生態学とは、自然のうちに存在するパターン

の研究、すなわち、それらのパターンがどの

慮｣を払うこと、すなわち｢公平な観察者、理想

的な観察者の立場に立つ｣とは、具体的には何を

意味するのか、が明らかにされなくてはならな

い。抽象的で普遍妥当的な倫理的ルールを持た

ない場合の倫理的推論を可能ならしめるものは、

レベルＩ（２．３．５）の趣旨が表明する人間の理

性に依拠する合理的な推論とそれに基づいて得

られる認識である。しかし、そのような場合の

合理的な推論に基づく認識は、客観的妥当性を

有していなくてはならないがゆえに、より多く

の客観的妥当性を有する知が要請されざるを得

ない。というのも、すでに述べたように、倫理

的判断の普遍性を担保すべき高次の倫理規範が

存在しないからである。別言すれば、倫理的判

断の普遍性が、その判断を支える関連するさま

ざまな知見の客観的妥当性に求められているの

である。そのような性格の知は、現代において

は、科学的認識に基づく知以外に見当たらない。

この精密な科学的知見こそ、「公平な観察者、理

想的な観察者の立場｣を構成するものなのであ

る。とするならば、「諸利益の公平な配慮」とい

うことで、最も重要な概念は、普遍妥当的な科

学的認識のもたらす客観性に依拠する｢公平性」

そのものであつって、「配慮｣は副次的概念にな

らざるを得ない。シンガーは、倫理的判断を下

す際における信念や慣習が果たす役割以上に判

断する主体の主体性を重視したが、それは、科

学的知見に基づく公平さをもって決断できる主

体の主体性を意味することになるのである。

このような立場は、いわゆる倫理の不一致と

いう状況内での倫理的相対主義を克服すること

はできようが、現代科学とそれを支えている現

代文明そのものに対する普遍的倫理性に基づく

哲学的な時代批判に、どのように応えようとす

るのであろうか。グローバリゼーションに対す

る反グローバリゼーションへの振れが、「脱中心

化論」に依拠する地域主義や多元的文化論さら

には文明の衝突という言葉でもって語られる今

日、シンガーの革新的な功利主義（＝公益主義）

は、その実践的な実効性の面ではなく、むしろ

倫理の倫理性という面においてさらに深く検討

されるべきではなかろうか。
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ようにして現われ、どのようにして時間・空

間の中で変化し、なぜあるパターンが他のパ

ターンよりも脆弱なのかを研究する学である。

２．生態学は、生物とその環境を扱うがゆえに、

最も重要で包括的な学である。

３．生態学は、その研究主題があらゆるものを含

むがゆえに、個々の事例に妥当する法則や予

測を統合することが極めて困難な学である。

これらの言明'6)は、科学としての生態学とは

何かを明確に示している。１．は、科学としての

生態学が、他の自然的諸学と同様に、自然現象

についての因果関係的解釈（explanatjon）の可

能性を追求するものであり、予測そのものを第

一の目的とするのではないこと、そもそも、予

測能力を具えること（abilityofpredict）はある

意味では生態学の究極的な目標・理念であって、

理論化の際の評価基準にはなりえないこと、を

語っている。したがって、生態学は、演縄的な

学ではなく、本来的にはあくまでも実証的な経

験的学なのである。

では、このような生態学は、われわれが熱を

込めて使用する観念についてどのような見解を

表明しているのであろうか。

４．自然的エコシステムは、ある一定の安定状態

やバランスに向かって進展するという説は、生

態学的には合意を得られるような梢密な意味

を持たない。

５．自然のバランスそのものに関してなされるエ

コシステム的な具体的見解について、生態学

者の間にはまったく合意が存在しない。

６．〔多様性一安定性〕論（diversity-stability

view）は、生態学的には支持し得ない。すく

なくとも、現在の生態学では定義づけること

ができない。

これらの言明は、バランスや安定性について、

生態学的には一義的には規定できないことを明

らかにしている。なぜ規定できないのであろう

か。それは、自然的エコシステムが、どのよう

な意味においても実体的な行為主体（agents）で

はありえないからなのである。極言すれば、そ

れらの観念は言葉のもつ実体化作用の産物にす

ぎないといえよう。バランスや安定性の観念に

纏わりつく固定的・静態的イメージとは反対に、

エコシステムは、流動的変性的なのである。さ

らにまた、システム・バランス‘安定性などの

観念は、全体的者の観念と分かちがたく結びつ

いて、自然に対するわれわれの日常的なイメー

ジを規定している。ここでは、ディープエコロ

ジーに顕著にみられる全体論的な視点を、生態

学はどのように考えるのかが問われなくてはな

らない。

７．経験的に確証される精密なエコロジカルな全

体者は存在しない。それは可能的には正しい

かもしれないが、すくなくとも現時点では論

証されない思弁に過ぎない。

８．エコシステムは、時間的経過のうちにおいて

は、同じ個体・種・関係性からなる集合体と

しては、持続しない。

９．時間的空間的スケールの異なるさまざまな全

体者を同時に統括する普遍的全体者のレベル

は存在しない。

これらの言明'6)は、生態系という観念にこめ

られているロマン主義的な色彩を一掃する力を

持っている。すなわち、いわゆる自然には唯一

の生態系が存在するのではなく、独自の時間空

間のスケールを有する無数の生態系が存在する

のであり、それらの生態系自体が、それぞれ数

多くののパラメータと高度の複雑性を具えた固

有の流動的・変性的性格を有すること、が示さ

れているからである。したがって、生態学の現

在の科学的研究方法は、科学という立場を堅持

する限り、あくまでもケーススタディーにとど

まらざるを得ないということである。また、そ

れらは、自然ないしエコシステムの観念に目的

論的な性格を無批判的に刷り込もうとする似非

科学的な態度をも拒否する。アリストテレス的

な目的論的形而上学は、全体と部分との有機的

連関を大前提としてはじめて成立するものであ

り、その意味では、科学的な生態学の研究性格

とは相容れないのである。もちろん、ケースス

タディーにおける実証的な資料に基づく理論化

の試みは、作業仮説としての色彩が強いことは

言うまでもない。

以上述べてきた科学としての生態学の現在は、

いわゆるエコロジストを失望させるものである

にちがいない。シャロウエコロジストはもちろ
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度や政策立案に貢献することができるからであ

る。このKSFの｢実践的エコロジー｣の理念は、

科学としての生態学が環境問題に対してその解

決方法を提示できるか否かについて応えたもの

であり、それが、環境の哲学を形成するのにい

かに貢献することができるかについては、明確

ではない。しかし、ＫSFは、このような生態学

の現状においては、生態学が研究対象とするもの

－切に対してなす倫理的擁護（ethicaladvocacy）

こそが、われわれが知りたいと思うものそのも

のを存続せしめていく唯一の方法である、とい

う")。このことは、この地球という惑星への配

慮を欠かすことなく科学的姿勢を堅持しなくて

はならない生態学者のいわゆる倫理的な振る舞

いにこそ、環境の哲学が追求する倫理が潜んで

いるのであるというKSFのメッセージとも受け

取れるのである。この、少々強引な言説は、裏

を返せば、事実命題から当為命題は導出できな

いという、至極当たり前な真理を語っているに

過ぎない。事実を探究する学は、規範的学には

取って代わることはできないのである。環境の

哲学も科学としての生態学もともに、アモルフ

ァスな環境問題に取り込まれているという点に

おいて、共通であるが、学としての性格は大い

に異なることをあらためて肝に銘じるべきであ

ろう。このことを没却するとき、似非科学的知

見に依拠する環境の哲学に振り回されることと

なる可能性がある。人口と環境に関するディー

プエコロジーの主張が強く批判されてきたのは、

それが、倫理的場面ばかりでなく、政治的場面

においても計り知れない混乱を引き起こす可能

性があるからである。哲学と科学の関係は、今

後もなおいっそう熟慮しなくてはならないゆえ

んである。

んのこと、ディープエコロジストもその倫理的

主張の普遍妥当性を、生態学をはじめとする自

然科学の諸成果に依拠せしめようとする以上、

この現実を真撃に受け入れ、どこまでが学的論

証に耐えうる言説であり、どこまでが形而上学

的な言説であるかを提示すべきである。もしこ

のことを拒否するならば、８０年代のニューエイ

ジ運動のように、環境問題に関する現在の諸潮

流もその影響力を次第に失っていくことになる

であろう。

第四章哲学と科学

では最後に、哲学と科学、本稿においては、

実践哲学としての環境の哲学と科学としての生

態学の関係を、ＫSFの提唱する「実践的エコロ

ジー（practicalecology)」の理念を手がかりに

して簡潔に考えていきたい'9)。

ＫSFは、科学としての生態学の現在から全体

論の要請する普遍妥当的な法則を発見導出し、

環境問題一般を解決する方途を提示することは、

きわめて困難であると判断し、ここに、現在の

生態学が行っている理論化の限界を見出してい

る。しかし、裏を返せば、現在の生態学は、そ

の限界内においては、経験的実証的な学として、

検証可能な経験則（rulesofthumb）に依拠し

て、その実践的な有効性を発揮することができ

ることを示しているのである。個別具体的なエ

コロジカルな知識の方が、普遍的であろうとす

るがゆえに不確実性や暖昧さを纏わざるを得な

い生態系理論やエコモデルよりも寸グローバル

な環境問題が具体的な姿をとって現われている

状況においてはその現実的な解決において有効

であることが示されるのである。というのも、

環境の哲学としての環境倫理の主目的が環境に

対する行為指針を与えることにあり、その結果

として環境問題を解決に導くのであるとするな

らば、学的に検証不能な不確実性を伴う普遍的

な環境問題のレベルではなく、パラメータのご

く限られた特殊具体的な環境問題のレベルで、

実証的学としての生態学は、その環境への公正

な－過大な負荷をかけないという意味での－行

為とはなにかを指示することができるという点

において、具体的な環境問題に対する倫理的態

おわりに

本稿では、環境問題を巡る四半世紀にわたる

さまざまな思潮を念頭に置きつつ、環境問題・

哲学・科学の三者の関係についてそれぞれ概観

してきたが、それは、そもそも、環境の哲学の

可能性をどこに求めるべきであるか、という問

いを準備するためのものであった。だが、とく

に応用哲学と科学との関係が示すように、以上
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の考察は、環境の哲学とはいったい何であるべ

きなのかという最も基本的な問いをあらためて

生じさせたように思われる。とくに深刻さを増

す地球環境問題に直面して、これに今後どのよ

うに対処するかについて、テクノロジーの領域

のみならず、思想の領域にもiIMi極的な提言が求

められている今日、そのような問いは、一見す

るとまどろっこしい役立たずの愚問に思われる

かもしれない。しかし、このような問いを問い

続けることこそが、大衆受けする似非哲学的環

境思想を駆逐するのかもしれない。もちろん、

あるべき環境の哲学も学である以上、その教説

は、倫理的判断に重大な影響を及ぼすことはで

きても、その主体的決断に取って代わることは

できない。だが、この主体的決断を下す力こそ、

人間（ここでは人格）の尊厳の源であると考え

られるのである。ところが、上記の考察で明ら

かなように、現代の環境思想の多くは、その主

体的決断の主体性、言い換えるならば、人間の

有限性の自覚に基づく責任を負う覚悟について、

ほとんど触れることがない。環境問題のアモル

ファスな性格は、あたかもブラックホールのよ

うに、あらゆる議論を吸収し無化させていくも

のであるとするならば、局所的療法ではないま

ったく新しい療法が必要とされるであろう。そ

れにさいしては、西洋の叡智のみならず、東洋

の叡智も有効であるように思われる。では、そ

れはどのようにして可能なのであろうか。ネス

は、みずからの環境の哲学をエコソフィーすな

わち環境についての叡智として、伝統的な哲学

からの決別を表明した。彼の哲学に対する批判

は多々あるが、その基本的な方向は、厳密な意

味での哲学ではないにしろ、櫛極的に評価すべ

きではないであろうか。そして、そのような途

にこそ、われわれが模索する環境の哲学が見出

せるのかもしれない。

界への移住であった。それは、あたかも、苦

難を乗り越えて神が祖先たちに約束した蜜と

乳の溢れるカナンぴとの地へ至るという｢出エ

ジプト記｣を髪撮とさせるものである。詳しく

は、以下を参照のこと。

エリアーデ著作集第８巻「宗教の歴史と意

味」第６章「楽園とユートピア」156頁以下。
せりか書房、1992年。

２）“WorldCommissiononEnvironmentand 

DevelopmentOurCommonFuture”OxfOrd 

UniversityPress,ｐ､43,1987 

３）「人間環境論集」第１巻第１号（2000年３

月、法政大学人間環境学会）105頁以下。

４）自然の観念については、自然対人間という対

概念枠を超えて、「空間」の概念を基軸として

読み直そうとする試みがある。注目すべき考
え方のように思われる。

桑子敏夫「環境の哲学」講談社学術文庫、１９９９
年

５）註１．を参照

６）ANaessのディープエコロジー、さらには、

ディープエコロジー一般については、下記の

論文が、比較的コンパクトに紹介している。

森岡正博「ディープエコロジーの環境哲学―

その意義と限界｣、伊東俊太郎編「講座文明と

環境１４．環境倫理と環境教育」朝倉書店、１９９６

年、所収。なお、インターネットでも参照可。

URL;http://www・lifestudiesprg/jp/deep
森岡氏は、ディープエコロジーの限界を、以
下の４点に簡潔に纏めている。

１．現実世界からの逃避を正当化しかねない

「ロマン主義」ないし「ユートピア思想」

２．「対抗理論」として、社会運営に関する

積極的かつ現実的な理論装置を有しない。

３．欧米の中産階級の知的白人エリートの産

物として、独特のオリエンタリズムや神

秘主義的傾向を帯びる。現代世界の構造

的矛盾に対する知的反応は、極めて貧弱。

４．人間の欲望についての過小評価。

以上を一言で言えば、ディープエコロジー

は、空想的ユートピア思想となろう。すべて

は、氏の指摘する１．の性格に収散されてしま

う。また、その意義については、内面性の童

註

1）アメリカの伝統的な自然観の持つロマン主義

的な香りは、その源を、初期移住民の宗教的

心情に求めることができる。ヨーロッパから

の移住は、単なる地理的な移動ではなく、闇

に包まれた旧世界から光と希望に満ちた新世
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を見分けることは容易である。そのような倫

理は、もっとも根本的なレベルで、遠い未来

の世代を含めたすべての感覚を持つ生き物の

利益に対する考慮を奨励する。それには、未

開の場所と損なわれていない自然を鑑賞する

ひとつの美学が含まれている｡」（340頁）

「倹約や質素な生活を強調することは、環境

倫理が快楽を拒むことを意味するのではなく、

環境倫理によって評価される快楽は、目立つ

ような消費からは生じないことを意味する。そ

のかわりに快楽が生じるのは、温かい人間関

係や性的関係からであり、子供たちや友人た

ちと親密になることや会話からであり、環境

を傷つける代わりに環境と調和するスポーツ

やレクリエーションからである。快楽が生じ

るのは、感覚を持つ生き物を搾取することに

基づかない、地球に損害を与えない食料から

であり、創造的な活動やあらゆる種類の労働

からであり、われわれが生きている世界の中

でまだ損なわれていない場所を鑑賞すること

からである｡」（343頁）

シンガーの環境倫理は、ディープエコロジ

ーと同じトーンを響かせているように思えて

ならない。

14）KristinShrader＝Frechette“Ecology，,、

“ACompaniontoEnvironmentalPhilosophy” 

editedbyDaleJamieson,Blackwell,2001, 

ｐ､304-315 

15）ｉbid,p304 

16）ibidp307 

17）ｉbid,p307-308 

18）ibid,p308-310 

19）ibidp312-314 

20）ibidp314 

祝と、「英知」の学としてのエコソフィーの今

後の可能性を高く評価する。とくに、エコソ

フィーが新しい哲学の可能性を秘めているの

ではないか、との指摘は十分に肯ける。

７）FreyaMathews“Deepecology，！､“A 

CompaniontoEnvironmentalPhilosophy” 

editedbyDaleJamiesonBlackwell,2001, 

ｐ､218 

８）ｉbid,p219 

９）Ｔ､Ｈ・Green"PROLEGOMENATOETHICS0，

BookmChaptermppl99､KrausReprintCo， 

ｌ９６９ 

この箇所に関しては、

澁谷他著「政治思想における自由と秩序」

（早稲田大学出版会、昭和46年）第Ⅳ章の三

「積極的自由と道徳的価値」を参照のこと。

１０）“non-anthropocentrism,,の訳語について最

近、「非-人間中心主義」と「人間非-中心主義」

という二種の表記が散見される。前者は直訳

表記であり、後者は、その内実からの意訳表

記となっている。原語の対概念が

anthropocentrismであるがゆえに、和語の音

による誤解を恐れずに使用する限り、前者が

正しいであろう。後者に関しては、「人間が中

心でないならば何が中心なのか？」という問

いを惹起しそうであり、現在の環境の哲学の

多様さからして、その問いに一義的には応え

られないのではないかと思われる。

11）ibidp224 

12）“EarthFirst',とは、1979年アメリカで生ま

れた急進的な自然保護団体で、その特色は、環

境破壊を阻止するために直接的な行動をとる

ことにある。この団体の行動理念は、「死へと

引きずられていくものを救出し、殺戦の過ち

を犯そうとするものを押しとどめよ」という

聖書に依拠するものである。

13）Ｐ・シンガー「実践の倫理［新版]』山内友三

郎十塚崎智監訳、昭和堂、2000年、第一章

「倫理学について」１頁-17頁。

なお、蛇足であるが、シンガーの「環境倫

理」について述べている箇所を以下に引用す

る。

「まつとうに珊境を扱う倫理の大まかな輪郭
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